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小郡市立小・中学校小規模校オンライン英会話委託業務仕様書 

 

１ 委託業務名 

小郡市立小・中学校小規模校オンライン英会話委託業務 

 

２ 目的 

  小郡市における小規模校の魅力づくりの一環として、小郡市立立石小学校

の第５～６学年の児童並びに小郡市立宝城中学校及び小郡市立立石中学校の

第１～３学年の生徒を対象に、ＩＣＴ機器を活用した外国人講師との個別対

面式による英会話授業を実施することで、グローバル社会に対応するための

英語による基礎的なコミュニケーション能力の育成を図る。 

 

３ 履行期間 

契約締結日から令和３年３月３１日まで 

 

４ 履行場所 

  受託者が業務を履行する場所は、次のとおりとする。 

学校名 所在地 

小郡市立立石小学校 福岡県小郡市吹上９６８番地２ 

小郡市立宝城中学校 福岡県小郡市八坂２６番地１ 

小郡市立立石中学校 福岡県小郡市吹上１０４５番地 

 

５ 業務内容 

受注者は、本仕様書の定めにより、小郡市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）及び学校長が目指す教育方針に基づき、指定された学校の児

童生徒を対象に、学級ごとに外国人講師（以下「講師」という。）によるＩ

ＣＴ機器を活用したオンラインでの個別対面式の英会話（以下「オンライン

英会話」という。）及びオンライン英会話実施に係る次の業務を履行する。 

 

（１）講師によるオンライン英会話の実施 

① オンライン英会話に係る講師のあっ旋について 

 ・実施対象校及び学年 

学校名 対象学年 

小郡市立立石小学校  第５学年、第６学年 

小郡市立宝城中学校  第１学年、第２学年、第３学年 

小郡市立立石中学校  第１学年、第２学年、第３学年 
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 ・実施対象学級数及び児童生徒数（令和２年５月１日現在） 

 
第５学年 第６学年  

学級数 児童数 学級数 児童数   

立石小学校 １ ２３ １ ２４   

       

 
第１学年 第２学年 第３学年 

学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 

宝城中学校 ２ ４５ ２ ４３ １ ３９ 

立石中学校 １ ２４ １ ３７ １ ２１ 

  （※対象児童生徒数は、転出入等により増減する可能性がある） 

 ・実施予定回数 

立石小学校・・・５回程度／児童・年 

宝城中学校、立石中学校・・・３回程度／生徒・年 

  ※諸般の事情により実施回数が変更となる場合には、別途協議するものと

する 

 ・実施時期・・・契約締結後～令和３年３月 

 ・オンライン英会話の接続時間は１回あたり概ね２５分程度とする。 

  ※各学校が、学級ごとに１限目～６限目（小学校は１コマ４５分、中学校 

は１コマ５０分）の授業時間内に組み込むため、５分単位で開始時間を指 

定できること（可能な限り各学校が指定する時間にオンライン英会話が開 

始できる体制とすること）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

※本業務の実施を理由とした学校時の変更は原則行わないので、授業時間 

内で効果的・効率的な英会話が実施できるよう柔軟な対応を行うこと 

※土曜授業等で実施の可能性があるため、土曜日の対応を可能とすること 

 ・１校あたりの最大実施人数・・・４０人程度／回・学級 

  ※オンライン英会話授業は学級ごとに行う。日によって、２校～３校の同

時実施に対応できること 

 ・オンライン英会話の実施場所は、各学校のパソコン教室とする 

② 児童生徒の学習能力・習熟度に応じた柔軟な対応及び特別支援学級に在籍

する児童生徒に対する合理的配慮を行うこと。 

 

（２）オンライン英会話で使用する教材等の準備 

① 学習指導要領に準拠した教材を用い、オンライン英会話授業開始の１４日

前（土日祝日を含む）までに教育委員会の監修を受け、受注者の責におい

て準備すること。なお、教材については、市販品、自社作成教材等は問わ

ない。 
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※小学校の外国語科では、文部科学省検定済教科書「ONE WORLD 

Smiles」（教育出版）を使用している 

 ※中学校の外国語科では、文部科学省検定済教科書「NEW HORIZON」

（東京書籍）を使用している 

② オンライン英会話授業を行う単元については、受注者の責において学習指

導案を作成し、オンライン英会話授業開始の１４日前（土日祝日を含む）ま

でに教育委員会に提示すること。 

 

（３）その他の業務 

① 各学校のオンライン英会話授業実施希望日程の集約、それに基づくオンラ

イン英会話実施スケジュール表の作成及び教育委員会への提出（変更が生じ

た場合には随時提出）並びに変更対応等のスケジュール管理 

② オンライン英会話授業開始前までに、各学校において、ＩＣＴ機器を用い

たテスト通信を教育委員会立会いのもと複数回実施し、学校の使用機材・通

信環境で安定稼働することを確認すること。また、テスト通信において障害

が発生した場合は、原因を究明した後、必要に応じて再度テスト通信を実施

すること。 

③ 円滑かつ効果的な実施のため、オンライン英会話授業開始前までに、必要

に応じて各学校の担当教職員に講習を実施すること。 

 ※各学校１回ずつ実施すること（オンライン英会話の体験レッスンを含む） 

④ 教職員用の実施手順マニュアル（児童生徒の操作方法を含む）及びトラブ

ル対応用のＦ＆Ｑを作成すること。 

⑤ オンライン英会話授業の実施前後で、対象児童生徒の情緒面の評価（アン

ケートによる意識調査）を行い、評価報告書を教育委員会へ提出すること。 

⑥ 円滑な授業の実施のため、オンライン英会話授業の実施日に、通信ソフト

等の操作補助及び通信障害等に一時対応する従事者を学校に派遣すること。 

⑦ 学校から、当日の児童生徒の欠席やオンライン英会話授業実施中の緊急連

絡をした際に、速やかに対応できるよう日本語のできる現地従事者を配置す

ること。なお、当日に欠席した児童生徒に対して、オンライン英会話の振替

授業等は行わない。 

⑧ 地震・台風等の自然災害やインフルエンザによる学級閉鎖など、やむを得

ない理由で予定していたオンライン英会話授業が中止になった場合には、代

替授業を行うものとする。 

⑨ 発注者は、オンライン英会話授業実施日の１４日前（土日祝日を含む）ま

でに実施日の変更又はキャンセルを行うことができる。 
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６ 基本条件 

（１）通信ソフトに係る条件 

① 通信ソフトについては、音声・映像でやりとりするコミュニケーションツ

ール（ウェブ会議システム等）であること。 

 ※Whereby（ウェアバイ）、Zoom（ズーム）の使用を推奨 

② 英会話に使用するブラウザは、Internet Explorer又はGoogle Chromeであ

ること。また、セキュリティ対策が施され且つ広告機能のないブラウザ内で

表示可能な通信ソフトを使用すること。 

③ インターネットネットワークを介した事業となるため、各学校のネットワ

ーク環境に対応したものであること。また、通信ソフト等のアカウントやラ

イセンス取得等の管理をはじめとする授業を実施するための環境準備につい

ては、受注者の責任において行うこと。（通信ソフト等のアカウントやライ

センス取得等の管理に係る費用は受注者の負担とする。） 

（２）各学校の使用機材、通信環境 

タブレットパソコン（OS：Windows10 Pro） 

※タブレットパソコンは、校内の有線又は無線ＬＡＮを介して学校間ネット 

ワーク（データセンター）に接続している 

※回線は、BBIQ光・VPN接続による１Ｇとする（スピードテスト下り、実 

測80～90Mbps程度） 

 ※ヘッドセットは教育委員会において準備する 

（３）ソフトウェアのインストールについて 

 サーバ及びタブレットパソコンへのソフトウェアのインストールは、原則不

可とする。 

 

７ 講師 

（１）児童生徒に対しオンライン英会話を行う講師は、ＴＥＳＯＬ（英語が母

国語ではない者向けの英語教授法に関する資格）と同等な資格を保有して

いる又は英語を母国語としない者向けの英語教授法について十分に研修を

受けた指導力を有する者であること。 

（２）講師は、児童生徒と信頼関係を築き、日本文化を理解し、規律ある円滑

な授業運営を行うため、児童生徒に対し深く人間理解がある者であるこ

と。 

（３）受注者は講師全員の名簿及び研修の修了が確認できる資料等を教育委員

会へ提出すること。 

（４）インターネット回線等の各種インフラの安定性を確保するため、講師の

勤務形態は、自宅勤務ではなく出社勤務とする。 
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（５）教育委員会は、能力・勤務態度等、講師としての適性に欠けると判断し

た場合、当該講師の改善又は変更を受注者に求めることができる。 

（６）受注者は、上記（５）の要求を受けたときは、速やかに対処し文書にて

教育委員会に報告しなければならない。 

 

８ 実施状況報告書の作成 

（１）受注者は毎月の業務終了後に実施状況報告書を翌月１０日までに提出す

るものとする。 

（２）実施状況報告書の様式は任意とするが、会社名、担当者名、実施学校

名、実施学級数、実施児童生徒数、実施日などを含む内容の報告書であっ

て、代表者印が押印されたものとする。 

（３）発注者が求める場合には、実施状況報告書の提出に加え、その他の書面

の提出にも応じること。 

 

９ 完了検査 

発注者は、上記８に基づく実施状況報告書を受理したときは、提出を受けた

日から１０日以内に各月の業務の完了を確認するための検査を行わなければな

らない。 

 

１０ 委託料の支払 

（１）受注者は、上記９に定める検査に合格したときは、発注者に対し当該実

施数量に契約単価を乗じて算出した額に、取引に係る消費税及び地方消費

税を加算した金額を請求することができる。 

（２）発注者は、受注者から正当な請求があったときは、請求を受けた日から

３０日以内に支払わなければならない。 

 

１１ 費用負担 

受注者は、スケジュール調整に係る通信費、通信ソフトライセンス等を含む

学校間ネットワーク環境対応に係る費用、交通費、その他業務を遂行するにあ

たり必要な費用を負担するものとする。 

 

１２ 損害賠償 

講師に生じた損害若しくは発注者及び第三者に及ぼした損害は、受注者が負

担するものとする。 
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１３ 機密保持 

受注者は業務上得た個人情報が記録された文書、磁気ディスクその他これら

に類するものについて、業務完了後直ちに発注者に返却するか又は発注者立会

いのもと破棄すること。 

 

１４ 業務の再委託  

（１）受注者は、本業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。  

（２）受注者は、本業務の実施にあたり、必要に応じてその一部を再委託しよ

うとする場合は、再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範

囲、再委託の必要性を書面により提出し、発注者の承認を受けなければな

らない。  

（３）受注者は、再委託した業務に伴う当該第三者の行為について、発注者に

対して全ての責任を負うものとする。 

 

１５ その他 

（１）受注者は、本業務に実施にあたり教育委員会及び学校との密な連絡に努

めること。 

（２）受注者は、本事業の実施にあたり新型コロナウイルス感染症等の感染症

対策に万全を期すこと。 

（３）本業務の実施にあたり、本仕様書に定める事項又は定めのない事項で疑

義が生じた場合は、発注者と受注者が双方協議し定めるものとする。 


